
交通安全 □

活動内容交通安全サポート活動報告Ｇ従業員の交通安全意識の向上①　事業所内にポスターを貼付し、事業所内広報を行った。②　事業所内にポスターを事業所内広報することで、会員に対しての交通安全の意識向上を高めるようにした。Ｈ従業員等に対する交通安全教育①　事業所内での全席シートベルト着用を指導した。②　夕暮れ時における早めのライト点灯を徹底した。③　飲酒運転禁止等の指導を徹底した。④　本会事業（行事）等でも、会員に対して飲酒運転の禁止等を周知するようにした。⑤　従業員に対し、自転車乗車時の、傘さし運転、イヤホン・ヘッドホン等の使用禁止を徹底した。⑥　従業員に対し、自転車の点検整備と自転車損害賠償保険への加入を奨励します。Ｊその他①　自動車・自転車運転時の交通安全指導を事務所内だけでなく本会会員に対しても周知徹底した。合計　　11点防犯サポート活動報告Ａ 地域における防犯活動③ 事業所等を犯罪被害者等の駆け込み場所として表示します。④ 登下校時間に戸外で見守り、声かけを行います。   会館事務局では開館時間内に、子供１１０番等の協力を行っている。⑤ 事業所周辺の住民にあいさつ、声かけを行います。⑦ 犯罪、不審者等発見の情報を警察に通報、捜査協力を行う。 （株）奈良ベンダー社の協力により、本会会館前の自動販売機に防犯カメラを設置　し、防犯に努めるとともに、必要時には警察への捜査協力に映像を提供可能にし　た。Ｅ 顧客に対する情報提供・啓発活動② 広報誌やホームページ等による防犯啓発や防犯情報の掲載を行った。　 奈良県警による「やまとの安全」から得た情報を速やかに従業員に伝達し防犯へ　 の意識向上を図るとともに、会員へのメールでの配信により広く情報提供を行っ　 た。Ｆ 従業員の防犯意識の向上、防犯教育① 従業員向けの防犯啓発、防犯研修を行った。⑤ 奈良県警による「やまとの安全」から得た情報を速やかに従業員に伝達し防犯へ　 の意識向上を図るとともに、会員へのメールでの配信により広く情報提供を行っ　 た。合計  １３ 点
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